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養殖業者 ブローカー 加工業者 市場 お店・一般家庭 

養殖 → 販売 → 加工 → 国内販売 → 国内消費者 

運搬船 弊社 ↘ 

海外販売 → 海外消費者 
ハマチ（ブリ） EU出荷 
カンパチ 保健所立ち会い 
鯛 輸出の書類 
スズキ 
シマアジ 
ヒラメ 

別表１ 
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12月上旬〜2月2日 2月3日 

養殖業者 漁協 県地方水産課 県庁水産課 農林水産省 

農林水産省 いけす → 書類確認 → 養殖業者の立入調査 → 養殖業者の承認 → ホームページリストの更新 

  養殖尾数 

  薬剤 

  登録番号 

当社   

養殖業者登録 

12月上旬   

  認可 

  2月23日 2月26日 3月3日 3月6日 

  保健所 県庁薬務衛生課 中四国厚生局 厚生労働省 EU 
厚生労働省 書類変更 → 書類変更、承認 → 書類の承認 → 書類の英訳 → ホームページリストの更新 

  このとき上記 
モニタリング計画作
成 

養殖業者の 

登録が必要 

別表２ 
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◎滅菌海水の謎 
■これは、EUが言っているのか、厚生労働省が言っているのかよく分かりませんが、 
 水揚げした魚の冷やし込みは滅菌海水で行いなさいと注意されました。 
 なぜなら、生きた魚は生物ですが、死んだ魚は食べ物だからだそうです。 
 日本向けは関係ありません。 

■その観点からいくと、床に並べるなどもってのほか！ 
                                   こんな魚もEUへは出荷出来ませんね→ 

「築地市場」 

＜EU登録申請の疑問点＞ 
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